
モーダルシフト等推進事業

トラック輸送から大量輸送機関である鉄道・船舶輸送への転換（モーダルシフト）等を、荷主・物流事業者を中心とする多様・広範
な関係者の連携のもとに推進する。

「モーダルシフト等推進事業」

モーダルシフト等の物流総合効率化法に基づく取り組みにおいて、協議会の開催等の事業計画
の策定に要する経費への支援を行う。またモーダルシフト及び幹線輸送の集約化について、初年
度の運行経費の一部に対する支援を行う。

支援対象となる取り組み
計画策定
経費補助

運行経費
補助

大量輸送機関への転換 モーダルシフト

補助率：定額
上限200万円

補助率：1/2以内
上限500万円

トラック輸送の効率化

幹線輸送の集約化

共同配送

対象外
その他のCO2排出量の
削減に資する取り組み

【単位：g-CO2 / トンキロ】
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・ 計画策定経費の支援を通じ、大きな効果が期待できるが実現が容易ではない「多様・広範な関係者
による合意形成」を促進。

・ 計画実行開始後、2年間の実績を報告。
・ 物流の効率化を通じ、労働力不足対策等に貢献。

多様・広範な関係者の合意形成による取り組みのイメージ

○総合物流施策大綱（2017年度～2020年度）（平成29年7月閣議決定）（抜粋）
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＜常用労働者の過不足状況＞

調査産業計 運輸業,郵便業

出典：厚生労働省「労働経済動向調査」

③共同物流により積載等のムダをなくす・輸送モード間の連携・協働（モーダルシフト）で効率
的に輸送する
i. 複数の事業者が連携・協働して共同物流を実施することによって、積載率の向上、

倉庫や車両の稼働率の向上、コスト削減等を図り、物流効率化を推進するとともに、
ii. 道路ネットワークとの連携を高めつつ輸送効率に優れる鉄道又は船舶による輸送の

活用を促進する（略）。

○モーダルシフトに関する指標（総合物流施策推進プログラム（平成30年1月）（抜粋）

①鉄道による貨物輸送トンキロ 【2016年度 197億トンキロ → 2020年度 221億トンキロ】
②内航海運による貨物輸送トンキロ 【2015年度 340億トンキロ → 2020年度 367億トンキロ】

出典：総務省「労働力調査」（2018年）

○労働力不足の深刻化

○輸送量当たりの二酸化炭素の排出量（2018年度）

トラック輸送に比べ、船舶輸送は約
6分の1、鉄道輸送は約11分の1の
CO2排出量

＜トラック業界の年齢構成＞

令和２年度予算額：19百万円

貨客混載

15～19歳
1.0%

20～29歳
8.3%

30～39歳
17.7%

40～49歳
31.3%

50～59歳
25.0%

60歳以上
16.7%

50歳以上が
約4割


